
第 ４  号  議  案  

 

 

令和７年度敦賀市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和７年度敦賀市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は

、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４５,５８０千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

１ ,０９０,９９６千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。 

 

 

  令和  ８  年  ２  月２５日 提出  

 

 

 

                  敦賀市長  米  澤  光  治  

-1-



１ 歳 入

歳入歳出予算補正第 １ 表

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

3

7

12

15

後期高齢者医療保

国庫支出金

繰 入 金

繰 越 金

819,153

3,652

220,730

1

48,847

△3,652

△1,650

2,035

868,000

0

219,080

2,036

険料 5

10

5

5

後期高齢者医療保

国庫補助金

一般会計繰入金

繰 越 金

819,153

3,652

220,730

1

48,847

△3,652

△1,650

2,035

868,000

0

219,080

2,036

険料

歳 入 合 計 1,045,416 45,580 1,090,996
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２ 歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

3

6

総 務 費

後期高齢者医療広

16,597

1,027,009

△5,302

50,882

11,295

1,077,891

域連合納付金

10

5

徴 収 費

後期高齢者医療広

11,312

1,027,009

△5,302

50,882

6,010

1,077,891

域連合納付金

歳 出 合 計 1,045,416 45,580 1,090,996
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１ 総 括

（歳 入） （単位：千円）

款 補正前の額 補 正 額 計

3

7

12

15

後期高齢者医療保険料

国庫支出金

繰 入 金

繰 越 金

歳 入 合 計

819,153

3,652

220,730

1

1,045,416

48,847

△3,652

△1,650

2,035

45,580

868,000

0

219,080

2,036

1,090,996
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（単位：千円）

款 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
一 般 財 源

（歳 出）

3

6

総 務 費

後期高齢者医療広域連合納

歳 出 合 計

16,597

1,027,009

1,045,416

△5,302

50,882

45,580

11,295

1,077,891

1,090,996

△3,652

△3,652

△1,650

△1,650

50,882

50,882

付金
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（款）
（項）

款 項 目 補正前の額 補 正 額 計
節

区 分 金 額
説 明

（単位：千円）

3 後期高齢者医療保険料 819,153 48,847 868,000

２ 歳 入

3 後期高齢者医療保険料
5 後期高齢者医療保険料

5

10

5

5

後期高齢者医療保険料

国庫補助金

一般会計繰入金

繰 越 金

819,153

3,652

220,730

1

48,847

△3,652

△1,650

2,035

868,000

0

219,080

2,036

3

3

3

3

後期高齢者医療保険料

総務費国庫補助金

事務費繰入金

繰 越 金

819,153

3,652

12,904

1

48,847

△3,652

△1,650

2,035

868,000

0

11,254

2,036

5 現年度分

5 子ども・子

5 事務費繰入

5 繰 越 金

48,847

△3,652

△1,650

2,035

1 後期高齢者医療保険料

1 子ども・子育て支援事業費補助金

1 事務費繰入金

1 繰越金

7

12

15

国庫支出金

繰 入 金

繰 越 金

3,652

220,730

1

△3,652

△1,650

2,035

0

219,080

2,036

育て支援事

業費補助金

金

（後期高齢者医療特別会計）
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（款）
（項） （単位：千円）

補正額の財源内訳 節
款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

特定財源 一般財源 区 分 金 額

3 総 務 費 16,597 △5,302 11,295 △5,302

３ 歳 出

3 総 務 費
10 徴 収 費

10 徴 収 費 11,312 △5,302 6,010 △5,302

3 徴 収 費 11,312 △5,302 6,010 国庫支出金

△3,652 12 委 託 料 △5,302 1 電算システム改造費 △5,302

繰入金

△1,650

委託料 (△5,302)

（後期高齢者医療特別会計）
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（款）
（項） （単位：千円）

補正額の財源内訳 節
款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

特定財源 一般財源 区 分 金 額

6 後期高齢者 1,027,009 50,882 1,077,891 50,882

6 後期高齢者医療広域連合納付金
5 後期高齢者医療広域連合納付金

5 後期高齢者 1,027,009 50,882 1,077,891 50,882

3 後期高齢者 1,027,009 50,882 1,077,891 50,882

医療広域連 18 負担金補助 50,882 1 後期高齢者医療広域連合納付金 50,882

医療広域連

合納付金

医療広域連

合納付金

合納付金 及び交付金 負担金補助及び交付金 (50,882)

（後期高齢者医療特別会計）
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